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本
稿
は
前
稿
「『
太
平
広
記
』
訳
注　

―
巻
四
百
二
十
一
「
龍
」
五
（
上
）

―
」（『
国
語
国
文
学
研
究
』
第
五
十
一
号　

二
〇
一
九
年
）
に
続
き
、『
太

平
広
記
』
の
巻
四
百
二
十
二
後
半
八
話
の
訳
注
で
あ
る
。『
太
平
広
記
』

は
北
宋
の
初
め
に
編
纂
さ
れ
た
小
説
を
集
め
た
類
書
で
あ
る
。
本
書
は
日

本
の
説
話
文
学
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
訳
注

を
行
う
こ
と
は
今
後
の
中
国
文
学
・
日
本
文
学
双
方
の
研
究
に
資
す
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
る
。

　

ま
た
こ
れ
は
平
成
十
七
年
七
月
十
四
日
よ
り
始
ま
っ
た
『
太
平
広
記
』

読
書
会
の
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
。
当
読
書
会
は
熊
本
大
学
所
属
の
教
員

を
中
心
に
し
て
、
他
大
学
の
教
員
や
学
生
、
社
会
人
な
ど
、
所
属
の
枠
に

と
ら
わ
れ
ず
広
く
集
ま
っ
た
有
志
に
よ
る
会
で
あ
り
、
今
後
も
『
太
平
広

記
』
を
読
み
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

　

以
上
は
こ
れ
ま
で
も
記
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
令
和
元
年
末
か
ら

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
世
界
的
大
流
行
を
受
け
て
、
大
変
遺
憾
な
こ

と
に
当
研
究
会
も
令
和
二
年
一
月
三
十
日
開
催
の
第
二
百
十
三
回
を
も
っ

て
休
会
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
屋
敷
が
個
人
で
作
業
を
継
続

し
て
い
る
が
、
一
日
も
早
く
教
育
・
研
究
活
動
が
旧
に
復
す
る
こ
と
を
切

に
願
っ
て
い
る
。

　

底
本
、
参
考
文
献
、
及
び
字
体
に
つ
い
て
は
「『
太
平
広
記
』
訳
注　

―
巻
四
百
十
八
「
龍
」
一
（
上
）
―
」（『
国
語
国
文
学
研
究
』
第
四
十
三

号　

二
〇
〇
八
年
）
及
び
「『
太
平
広
記
』
訳
注　

―
巻
四
百
二
十
「
龍
」

三
（
下
）
―
」（『
国
語
国
文
学
研
究
』
第
四
十
八
号　

二
〇
一
三
年
）
に

記
し
た
通
り
で
あ
る
。
作
品
番
号
は
前
稿
の
続
き
と
す
る
。

○
36
「
資
州
龍
」

〔
本
文
〕

　

韋
皋
鎭
蜀
末
年
、
資
州
獻
一
龍
。
身
長
丈
餘
、
鱗
甲
悉
具
。
皋
以
木
匣

貯
之
、
蟠
屈
於
内
。
時
屬
元
日
、
置
於
大
慈
寺
殿
上
。
百
姓
皆
傳
、
縱
觀

二
三
日
、
爲
香
煙
薰
死
。

　

國
史
闕
書
。
是
何
祥
也
。（
出
『
紀
聞
』）

〔
訓
読
〕

　

韋
皋　
蜀
に
鎮
す
る
の
末
年
、
資
州　
一
竜
を
献
ず
。
身
の
長　
丈
余
、

『
太
平
広
記
』
訳
注

―
―
巻
四
百
二
十
二
「
龍
」
五
（
下
）
―
―

太
平
広
記
読
書
会
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鱗
甲　
悉
く
具
ふ
。
皋　
木
匣
を
以
て
之
を
貯
ふ
る
に
、
内
に
蟠
屈
す
。
時 

元
日
に
属
し
、
大
慈
寺
の
殿
上
に
置
く
。
百
姓　
皆
伝
へ
、
縦
ほ
し
い
ま
まに
観
る

こ
と
二
三
日
、
香
煙
の
薫
ず
る
と
こ
ろ
と
為
り
て
死
す
。

　

国
史　
書
を
闕か

く
。
是　
何い
づ

れ
の
祥
な
る
や
。

〔
語
注
〕

○
韋
皋　

七
四
五
～
八
〇
五
。
字
は
城
武
、
京
兆
万
年
（
現
在
の
陝
西
省

西
安
市
）
の
人
。
建
中
四
年
（
七
八
三
）
に
朱し
ゆ

泚せ
い

の
乱
が
起
こ
る
と
そ
れ

に
誘
わ
れ
た
が
従
わ
ず
、
奉
義
軍
節
度
使
を
授
け
ら
れ
た
。
貞
元
元
年

（
七
八
五
）
に
剣
南
西
川
節
度
使
と
な
り
、
そ
の
後
検
校
司
徒
兼
中
書
令

に
昇
進
、
南
康
郡
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
百
四
十
、『
新
唐
書
』

巻
百
五
十
八
に
伝
が
あ
る
。
郁
賢
皓
『
唐
刺
史
考
全
編
』（
安
徽
大
学
出

版
社　
二
〇
〇
〇
年
）
に
拠
れ
ば
、
韋
皋
が
益
州
刺
史
で
あ
っ
た
の
は
貞

元
元
年
（
七
八
五
）
か
ら
永
貞
元
年
（
八
〇
五
）
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、

こ
の
話
は
永
貞
元
年
の
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
韋
皋
は
こ
の
年
に
病
死

し
て
い
る
の
で
、
こ
の
話
は
そ
の
予
兆
と
な
っ
て
い
る
か
。
○
資
州　

四

川
省
内
江
市
北
東
部
と
資
陽
市
一
帯
。
○
大
慈
寺　

未
詳
。
同
名
の
寺
は

い
く
つ
か
あ
る
よ
う
で
、
例
え
ば
隋
文
帝
「
隋
国
立
仏
舎
利
塔
詔
」（『
広

弘
明
集
』
巻
十
七
）
に
「
相
州
大
慈
寺
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
の
話

と
同
じ
蜀
の
寺
と
し
て
は
、『
北
夢
瑣
言
』
佚
文
（『
広
記
』
巻
二
百
八
十

九
所
引
）
に
「
高
燕
公
鎭
蜀
日
、
大
慈
寺
僧
申
報
、
堂
佛
光
見
。」（
高
燕

公　
蜀
に
鎮
す
る
日
、
大
慈
寺
の
僧　
申
報
す
、
堂
仏
に
光
見あ
ら
はる

、
と
。）

と
あ
る
。
ま
た
『
宋
高
僧
伝
』
巻
六
「
唐
彭
州
丹
景
山
知
玄
伝
」
に
「
時

丞
相
杜
公
元
穎
作
鎭
西
蜀
、
聞
玄
名
命
升
堂
、
講
談
于
大
慈
寺
普
賢
閣

下
。」（
時
に
丞
相
杜
公
元
穎 

鎮
西
蜀
と
作な

り
、
玄
の
名
を
聞
き
て
堂
に

升の
ぼ

ら
ん
こ
と
を
命
じ
、
大
慈
寺
普
賢
閣
下
に
講
談
せ
し
む
。）
と
あ
る
。

○
『
紀
聞
』　

盛
唐
か
ら
中
唐
の
牛
粛
が
編
纂
し
た
小
説
集
。
多
く
開
元

天
宝
年
間
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
崔
造
（
七
三
七
～
七
八
七
）
の
注
が

付
さ
れ
て
い
た
が
、
現
存
し
な
い
。
既
に
散
佚
し
て
お
り
、
現
在
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
輯
本
十
巻
の
み
で
あ
る
。『
太
平
広
記
』
に
は
百
二

十
六
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
話
は
通
行
本
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な

い
。
な
お
李
剣
国
『
紀
聞
輯
校
』（
中
華
書
局 

二
〇
〇
五
年
）
は
、
こ
の

話
は
本
来
『
戎
幕
閑
談
』
で
あ
る
の
を
『
広
記
』
が
『
紀
聞
』
に
誤
っ
て

い
る
と
す
る
。

〔
訳
文
〕

　

韋
皋
の
蜀
の
太
守
在
任
の
末
年
、
資
州
が
一
頭
の
竜
を
献
上
し
た
。
身

長
は
一
丈
（
三
．
一
一
ｍ
）
余
り
、
全
身
に
鱗
が
生
え
て
い
た
。
皋
が
木

箱
に
入
れ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
箱
の
内
で
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
た
。
ち
ょ

う
ど
元
日
で
あ
っ
た
の
で
、
大
慈
寺
の
本
殿
に
置
い
て
お
い
た
。
人
々
が

伝
え
聞
い
て
二
、
三
日
自
由
に
見
て
い
た
と
こ
ろ
、（
竜
は
）
御
香
の
煙

に
燻
さ
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
（
こ
の
こ
と
は
）
正
史
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
一
体
何
の

予
兆
で
あ
ろ
う
か
。

○
37
「
韋
思
恭
」

〔
本
文
〕

　

元
和
六
年
、
京
兆
韋
思
恭
與
董
生
、
王
生
三
人
結
友
、
於
嵩
山
岳
寺
肄
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業
。
寺
東
北
百
餘
歩
、
有
取
水
盆
在
岩
下
。
圍
丈
餘
、
而
深
可
容
十
斛
。

旋
取
旋
增
、
終
無
耗
。
一
寺
所
汲
也
。

　

三
人
者
自
春
居
此
。
至
七
月
中
、
三
人
乘
暇
欲
取
水
、
路
臻
於
石
盆
。

見
一
大
蛇
長
數
丈
。
黑
若
純
漆
、
而
有
白
花
、
似
錦
。
蜿
蜒
盆
中
。
三
子

見
而
駭
。
視
之
良
久
、
王
與
董
議
曰
、「
彼
可
取
而
食
之
。」
韋
曰
、「
不

可
。
昔
葛
坡
之
竹
、
漁
父
之
梭
、
雷
氏
之
劍
、
尚
皆
爲
龍
。
安
知
此
名
山

大
鎭
、
豈
非
龍
潛
其
身
耶
。
況
此
蛇
鱗
甲
、
尤
異
於
常
者
。
是
可
戒
也
。」

二
子
不
納
所
言
、
乃
投
石
而
扣
蛇
且
死
。
縈
而
歸
烹
之
。
二
子
皆
咄
韋
生

之
詐
潔
。

　

俄
而
報
盆
所
又
有
蛇
者
。
二
子
之
盆
所
、
又
欲
撃
。
韋
生
諫
而
不
允
。

二
子
方
擧
石
欲
投
、
蛇
騰
空
而
去
。
及
三
子
歸
院
、
烹
蛇
未
熟
。
忽
聞
山

中
有
聲
、
殷
然
地
動
。
覘
之
、
則
此
山
閒
風
雲
暴
起
、
飛
沙
走
石
、
不
瞬

息
至
寺
。
天
地
晦
暝
、
對
面
相
失
。
寺
中
人
聞
風
雲
暴
起
中
云
、「
莫
錯

撃
。」
須
臾
、
雨
火
中
半
下
、
書
生
之
宇
、
竝
焚
蕩
且
盡
。
王
與
董
、
皆

不
知
所
在
。
韋
子
於
寺
廊
下
無
事
。

　

故
神
化
之
理
、
亦
甚
昭
然
。
不
能
全
爲
善
、
但
吐
少
善
言
、
則
蛟
龍
之

禍
不
及
矣
。
而
況
於
常
行
善
道
哉
。
其
二
子
尸
、
迨
兩
日
、
於
寺
門
南
隅

下
方
索
得
。
斯
乃
韋
自
説
。
至
於
好
殺
者
、
足
以
爲
戒
矣
。（
出
『
博
異

志
』）

〔
訓
読
〕

　

元
和
六
年
、
京
兆
の
韋
思
恭
と
董
生
、
王
生
と
三
人　
友
を
結
び
、
嵩

山
岳
寺
に
於
い
て
肄い
げ
ふ業

す
。
寺
の
東
北
百
余
歩
に
、
取
水
の
盆
の
岩
下
に

在
る
有
り
。
囲　
丈
余
、
而
し
て
深
さ
十
斛
を
容い

る
べ
し
。
旋た
ち
ま

ち
取
れ
ば

旋
ち
増
し
、
終
に
耗へ

る
無
し
。
一
寺
の
汲
む
所
な
り
。

　

三
人
は
春
よ
り
此
に
居
る
。
七
月
中
に
至
り
、
三
人　
暇
に
乗
じ
て
水

を
取
ら
ん
と
欲
し
、
路　
石
盆
に
臻い
た

る
。
一
大
蛇
の
長　
数
丈
な
る
を
見
る
。

黒
き
こ
と
純
漆
の
若
く
、
而
し
て
白
花
有
り
、
錦
に
似
た
り
。
盆
中
に
蜿ゑ
ん

蜒え
ん

た
り
。
三
子　
見
て
駭お
ど
ろ

く
。
之
を
視
る
こ
と
良や

や
久
し
く
し
て
、
王
と

董
と
議は
か

り
て
曰
く
、「
彼　
取
り
て
之
を
食
ら
ふ
べ
し
」
と
。
韋
曰
く
、「
可

な
ら
ず
。
昔
葛
坡
の
竹
、
漁
父
の
梭
、
雷
氏
の
剣
、
尚
ほ
皆
竜
為
り
。
安い
づ

く
ん
ぞ
此
の
名
山
大
鎮
、
豈
に
竜　
其
の
身
を
潜
む
る
に
非
ざ
る
を
知
ら

ん
や
。
況
ん
や
此
の
蛇
の
鱗
甲
、
尤も
つ
と

も
常
な
る
者
に
異
な
り
。
是　
戒
む

べ
き
な
り
」
と
。
二
子　
言
ふ
所
を
納い

れ
ず
、
乃
ち
石
を
投
じ
て
蛇
を
扣う

ち
て
且
つ
死こ
ろ

す
。
縈め
ぐ

り
て
帰
り
之
を
烹に

る
。
二
子　
皆
韋
生
の
詐
潔
を
咄し
か

る
。

　

俄
か
に
し
て
盆
の
所
に
又
た
蛇
有
り
と
報
ず
る
者
あ
り
。
二
子　
盆
の

所
に
之ゆ

き
、
又
た
撃
た
ん
と
欲
す
。
韋
生　
諌
む
る
も
允ゆ
る

さ
ず
。
二
子　
方

に
石
を
挙
げ
て
投
ぜ
ん
と
欲
す
る
に
、
蛇　
空
に
騰あ

が
り
て
去
る
。
三
子

の
院
に
帰
る
に
及
び
、
烹
し
蛇　
未
だ
熟
せ
ず
。
忽
ち
山
中
に
声
有
る
を

聞
き
、
殷
然
と
し
て　
地　
動
く
。
之
を
覘う
か
が

へ
ば
、
則
ち
此
の
山
間　
風
雲 

暴に
は

か
に
起
こ
り
、
飛
沙
走
石
、
瞬
息
な
ら
ず
し
て
寺
に
至
る
。
天
地　
晦

暝
し
、
面
を
対
す
る
も
相
失
ふ
。
寺
中
の
人 

聞
く
に　
風
雲　
暴
か
に
起

こ
り
し
中
に
云
ふ
、「
錯あ
や
ま

り
撃
つ
莫
か
れ
」
と
。
須
臾
に
し
て
、
雨
火 

中
半
に
下
り
、
書
生
の
宇
、
並
び
に
焚
蕩
し
て
且ま
さ

に
尽
き
ん
と
す
。
王
と

董
と
、
皆
在
る
所
を
知
ら
ず
。
韋
子　
寺
の
廊
下
に
於
い
て
事
無
し
。

　

故も
と

よ
り
神
化
の
理
、
亦
た
甚
だ
昭
然
た
り
。
全
く
善
を
為
す
能
は
ざ
る
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も
、
但
だ
少
善
の
言
を
吐
か
ば
、
則
ち
蛟
竜
の
禍
ひ
及
ば
ず
。
而
し
て
況

ん
や
常
に
善
道
を
行
ふ
に
於
い
て
を
や
。
其
の
二
子
の
尸
は
、
両
日
に
迨お
よ

び
、
寺
門
の
南
隅
下
に
於
い
て
方は
じ

め
て
索も
と

め
得
た
り
。
斯こ

れ
乃
ち
韋　
自

ら
説
く
。
殺
す
を
好
む
者
に
至
り
て
は
、
以
て
戒
め
と
為
す
に
足
る
。

〔
語
注
〕

○
京
兆　

京
兆
尹
の
略
。
長
安
を
行
政
区
画
の
上
で
三
分
割
し
た
内
、
現

在
の
西
安
市
以
東
の
地
を
指
し
、
こ
の
地
の
行
政
長
官
も
同
名
で
呼
ば
れ

る
。
他
に
長
陵
以
北
の
左
馮
翊
、
渭
城
以
西
の
右
扶
風
と
併
せ
て
三
輔
と

称
さ
れ
る
。
○
韋
思
恭　

未
詳
。
○
嵩
山
岳
寺　

嵩
山
は
河
南
省
登
封
県

の
北
に
あ
る
名
山
。
五
岳
の
中
岳
。
○
肄
業　

手
習
い
す
る
。
○
葛
坡
之

竹　
『
神
仙
伝
』
壷
公
の
話
を
踏
ま
え
る
。
術
士
費
長
房
は
師
の
壷
公
か

ら
授
か
っ
た
竹
の
杖
に
ま
た
が
っ
て
仙
界
か
ら
人
間
界
に
戻
っ
た
。
そ
の

後
杖
を
葛
坡
に
投
げ
捨
て
た
と
こ
ろ
、
青
龍
に
な
っ
た
と
い
う
。『
神
仙

伝
』
巻
五
「
壷
公
」（
増
訂
漢
魏
叢
書
本
）
に
「
公
以
一
竹
杖
與
之
曰
、

『
但
騎
此
、
得
到
家
耳
。』
房
騎
竹
杖
辭
去
、
忽
如
睡
覺
、
已
到
家
。
家

人
謂
是
鬼
。
具
述
前
事
、
乃
發
棺
視
之
、
唯
一
竹
杖
。
方
信
之
。
房
所
騎

竹
杖
、
棄
葛
坡
中
。
視
之
乃
靑
龍
耳
。」（
公　
一
竹
杖
を
以
て
之
に
与
へ

て
曰
く
、『
但
だ
此
に
騎の

ら
ば
、
家
に
到
る
を
得
る
の
み
』
と
。
房　
竹
杖

に
騎
り
て
辞
去
す
る
に
、
忽
ち
睡
覚
す
る
が
如
く
、
已
に
家
に
到
る
。
家

人　
是
鬼
な
り
と
謂お
も

ふ
。
具つ
ぶ

さ
に
前
事
を
述
べ
、
乃
ち
棺
を
発ひ
ら

き
て
之
を

視
れ
ば
、
唯
だ
一
竹
杖
の
み
。
方
め
て
之
を
信
ず
。
房
の
騎
る
所
の
竹
杖

は
、
葛
坡
中
に
棄
つ
。
之
を
視
れ
ば
乃
ち
青
竜
な
る
の
み
。）
と
あ
る
。

○
漁
父
之
梭　

晋
の
陶
侃
の
話
を
踏
ま
え
る
。
陶
侃
が
若
い
頃
、
雷
沢
で

漁
を
し
て
い
て
機
織
機
の
梭
を
拾
い
、
壁
に
掛
け
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
雷

雨
が
起
こ
っ
て
梭
が
竜
に
な
っ
て
去
っ
て
行
っ
た
。『
晋
書
』「
陶
侃
伝
」

に
「
侃
少
時
漁
於
雷
澤
、
網
得
一
織
梭
、
以
挂
于
壁
。
有
頃
雷
雨
、
自
化

爲
龍
而
去
。」（
侃　
少わ
か

き
時　
雷
沢
に
漁
し
、
網
し
て
一
織
梭
を
得
、
以
て

壁
に
挂か

く
。
有
頃
に
し
て
雷
雨
あ
り
、
自
ら
化
し
て
竜
と
為
り
て
去
る
。）

と
あ
る
。
○
雷
氏
之
劍　

晋
の
張
華
の
話
を
踏
ま
え
る
。
張
華
は
天
文
に

通
暁
し
た
士
雷
煥
の
協
力
で
「
竜
泉
」
と
「
太
阿
」
と
い
う
銘
の
二
振
り

の
宝
剣
を
手
に
入
れ
、
一
振
り
ず
つ
分
け
た
。
張
華
は
こ
れ
を
干
将
と
莫

耶
で
あ
る
と
鑑
定
し
、
こ
の
よ
う
な
霊
物
は
今
は
別
れ
別
れ
に
な
っ
て
い

て
も
、
何
時
か
は
共
に
在
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
言
っ
た
。
張
華
と
雷
煥
が

亡
く
な
っ
た
後
、
張
華
が
持
っ
て
い
た
方
は
所
在
不
明
に
な
り
、
雷
煥
が

持
っ
て
い
た
方
は
息
子
雷
華
に
受
け
継
が
れ
た
。
そ
の
後
雷
華
は
剣
を
川

に
落
と
し
て
し
ま
い
、
人
に
潜
っ
て
取
り
に
行
か
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に

は
剣
は
な
く
、
二
頭
の
竜
が
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。『
晋
書
』「
張

華
伝
」
に
「
煥
卒
、
子
華
爲
州
從
事
、
持
劍
行
經
延
平
津
、
劍
忽
於
腰
閒

躍
出
墮
水
。
使
人
沒
水
取
之
、
不
見
劍
。
但
見
兩
龍
各
長
數
丈
、
蟠
縈
有

文
章
、
沒
者
懼
而
反
。
須
臾
光
彩
照
水
、
波
浪
驚
沸
。
於
是
失
劍
。」（
煥　

卒
し
、
子
の
華　
州
の
従
事
と
為
り
、
剣
を
持
ち
て
行
き
て
延
平
津
を
経

る
に
、
剣　
忽
ち
腰
間
よ
り
躍
り
出
で
て
水
に
堕
つ
。
人
を
し
て
水
に
没

し
て
之
を
取
ら
し
む
る
も
、
剣
を
見
ず
。
但
だ
両
竜
の
各お
の

お
の
長　
丈

な
る
あ
り
て
、
蟠
縈
し
て
文
章
有
る
を
見
、
没
せ
し
者　
懼
れ
て
反
る
。

須
臾
に
し
て
光
彩　
水
を
照
ら
し
、
波
浪　
驚
沸
す
。
是
に
於
い
て
剣
を
失

ふ
。）
と
あ
る
。
○
大
鎭　

重
鎮
、
大
藩
鎮
。
○
『
博
異
志
』　

晩
唐
・
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鄭
還
古
が
編
纂
し
た
小
説
集
。
鄭
還
古
は
谷
神
子
と
号
し
た
。
現
行
本
は

一
巻
で
十
話
し
か
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
太
平
広
記
』
に
は
三
十
数

話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
話
は
中
華
書
局
点
校
本
の
補
編
に
見
え
る
。

〔
訳
文
〕

　

元
和
六
年
（
八
一
一
）、
京
兆
の
韋
思
恭
と
董
生
、
王
生
の
三
人
は
友

人
と
な
り
、嵩
山
岳
寺
で
学
ん
で
い
た
。
寺
の
東
北
百
余
歩
（
一
歩
＝
一
．

五
五
五
ｍ
）
の
岩
の
と
こ
ろ
に
水
を
汲
め
る
盆
状
の
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

一
周
一
丈
（
三
．
一
一
ｍ
）
余
り
、
深
さ
は
十
斛
（
五
九
〇
ｌ
）
が
入
る

く
ら
い
で
あ
っ
た
。
水
を
汲
ん
だ
と
思
え
ば
ま
た
増
え
、
と
う
と
う
減
る

こ
と
は
無
か
っ
た
。
嵩
山
岳
寺
だ
け
が
こ
こ
の
水
を
汲
ん
で
い
た
。

　

三
人
は
春
か
ら
こ
こ
に
滞
在
し
て
い
た
。
七
月
に
な
り
、
三
人
は
暇
潰

し
に
水
を
汲
ん
で
み
よ
う
と
思
い
、
石
の
盆
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
。
す
る

と
長
さ
数
丈
も
の
大
蛇
が
一
匹
い
た
。
漆
の
よ
う
に
真
っ
黒
な
体
に
白
い

模
様
が
つ
い
て
お
り
、
ま
る
で
錦
の
よ
う
で
あ
っ
た
。（
大
蛇
は
）
石
の

盆
の
中
で
う
ね
っ
て
い
た
。
三
子
は
見
て
驚
き
、
し
ば
ら
く
見
て
い
た
が
、

王
と
董
は
「
こ
い
つ
を
捕
ま
え
て
食
べ
よ
う
。」
と
話
し
合
っ
た
。
韋
は

「
そ
れ
は
い
け
な
い
。
昔
、
葛
坡
の
竹
や
漁
父
の
梭ひ

、
雷
氏
の
剣
、
こ
れ

ら
す
ら
皆
竜
だ
っ
た
で
は
な
い
か
。
ど
う
し
て
こ
の
名
山
で
あ
り
重
要
な

場
所
に
竜
が
身
を
潜
め
て
い
る
ど
う
か
分
か
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
こ
の
蛇

の
鱗
は
通
常
の
も
の
と
は
全
く
違
う
。
こ
れ
は
気
を
つ
け
る
べ
き
で
あ

る
。」
と
言
っ
た
。
し
か
し
二
人
は
韋
の
言
葉
を
聞
き
入
れ
ず
、
何
と
石

を
投
げ
て
蛇
を
打
ち
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
ぐ
る
っ
と
回
っ
て
（
大

蛇
を
）
持
ち
帰
り
、
煮
て
し
ま
っ
た
。
二
人
は
韋
生
の
偽
善
を
批
判
し
た
。

　

突
然
、
石
の
盆
の
と
こ
ろ
に
ま
た
大
蛇
が
現
れ
た
と
報
告
す
る
者
が
い

た
。
二
人
は
石
の
盆
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
再
び
打
ち
殺
そ
う
と
し
た
。
韋

生
が
止
め
た
が
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
二
人
が
ち
ょ
う
ど
石
を
振
り
上
げ

て
投
げ
よ
う
と
し
た
時
、
大
蛇
は
空
に
飛
び
上
が
っ
て
去
っ
て
行
っ
た
。

三
人
が
寺
に
帰
る
と
、
料
理
し
て
い
た
蛇
は
ま
だ
煮
え
て
い
な
か
っ
た
。

突
然
山
中
に
地
面
を
揺
る
が
す
轟
音
が
鳴
り
響
い
た
。
見
れ
ば
山
の
あ
た

り
に
風
や
雲
が
急
激
に
沸
き
起
こ
り
、
砂
嵐
や
石
つ
ぶ
て
が
あ
っ
と
い
う

間
に
寺
ま
で
飛
ん
で
き
た
。
天
地
は
真
っ
暗
に
な
り
、
お
互
い
向
か
い

合
っ
て
い
て
も
相
手
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
寺
の
人

は
風
や
雲
が
急
激
に
沸
き
起
こ
っ
て
い
る
中
か
ら
「
間
違
っ
て
攻
撃
し
て

は
い
け
な
い
。」
と
言
う
声
を
聞
い
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
雨
と
火
が

半
分
ず
つ
降
っ
て
き
て
、
書
生
の
居
室
は
全
て
焼
き
尽
く
さ
れ
そ
う
に

な
っ
た
。
王
と
董
と
の
所
在
は
分
か
ら
な
く
な
っ
た
が
、
韋
生
は
寺
の
渡

り
廊
下
に
い
た
の
で
無
事
だ
っ
た
。

　

も
と
も
と
神
明
な
る
変
化
の
理
は
、
と
て
も
明
白
な
も
の
で
あ
る
。
完

全
に
は
善
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
と
も
、
わ
ず
か
な
善
言
を
発
し
さ
え

す
れ
ば
、
蛟
竜
の
禍
い
は
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
い
つ
も
善
行

を
行
っ
て
い
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
董
と
王
の
二
人
の
遺
体
は
、
二
日

経
っ
て
寺
の
門
の
南
の
隅
の
あ
た
り
で
や
っ
と
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
は
韋

が
自
ら
説
い
た
話
で
あ
る
。
殺
戮
を
好
む
者
に
は
こ
の
話
が
教
訓
と
な
り

得
る
。
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○
38
「
盧
元
裕
」

〔
本
文
〕

　

故
唐
太
守
盧
元
裕
未
仕
時
、
嘗
以
中
元
設
幡
幢
像
、
置
盂
蘭
于
其
閒
。

俄
聞
盆
中
有
喞
喞
之
音
。
元
裕
視
、
見
一
小
龍
纔
寸
許
。
逸
状
奇
姿
、
婉

然
可
愛
。
於
是
以
水
沃
之
、
其
龍
伸
足
振
鬣
已
長
數
尺
矣
。
元
裕
大
恐
、

有
白
雲
自
盆
中
而
起
、
其
龍
亦
逐
雲
而
去
。

　

元
裕
即
翰
之
父
也
。（
出
『
宣
室
志
』）

〔
訓
読
〕

　

故も
と

の
唐
の
太
守
盧
元
裕　
未
だ
仕
へ
ざ
る
時
、
嘗
て
中
元
を
以
て
幡
幢

像
を
設
け
、
盂
蘭
を
其
の
間
に
置
く
。
俄
か
に
盆
中
に
喞し
よ
く
し
よ
く喞

の
音
有
る

を
聞
く
。
元
裕　
視
る
に
、
一
小
竜
の
纔わ
づ

か
に
寸
許ば
か
り

な
る
を
見
る
。
逸
状

奇
姿
、
婉
然
と
し
て
愛
す
べ
し
。
是
に
於
い
て
水
を
以
て
之
に
沃そ
そ

げ
ば
、

其
の
竜　
足
を
伸
ば
し
鬣
た
て
が
み

を
振
る
ひ
て
已
に
長た
け　

数
尺
な
り
。
元
裕　
大

い
に
恐
る
る
に
、
白
雲
の
盆
中
よ
り
し
て
起
こ
る
有
り
、
其
の
竜
も
亦
た

雲
を
逐お

ひ
て
去
る
。

　

元
裕
は
即
ち
翰
の
父
な
り
。

〔
語
注
〕

○
盧
元
裕　

盧
正
己
の
こ
と
。
字
は
子
寛
。
常
袞
「
太
子
賓
客
盧
君
墓
誌

銘
」（『
全
唐
文
』
巻
四
百
二
十
）
に
「
公
字
子
寬
、
本
諱
元
裕
。
以
聲
協

上
之
尊
稱
、
時
方
大
用
、
優
詔
改
錫
焉
。」（
公　
字
は
子
寬
、
本
の
諱
は

元
裕
。
声
の
上
の
尊
称
に
協か
な

ふ
を
以
て
、
時
に
方
に
大
い
に
用
ふ
る
も
、

優
詔
あ
り
て
改
錫
す
。）
と
あ
り
、
諱
を
「
元
裕
」
か
ら
「
正
己
」
に
改

め
た
と
い
う
。
ま
た
こ
の
墓
誌
銘
に
よ
れ
ば
、
盧
正
己
は
蜀
郡
長
史
、
成

都
尹
、
剣
南
節
度
采
訪
等
使
、
大
理
卿
、
刑
部
侍
郎
、
工
部
尚
書
、
東
都

留
守
、
太
子
賓
客
な
ど
の
職
を
歴
任
し
、
大
暦
五
年
（
七
七
〇
）
に
七
十

九
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
但
し
い
つ
出
仕
し
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
こ
の
話
の
時
期
は
分
か
ら
な
い
。
盧
正
己
は
両
『
唐
書
』
に
立
伝

さ
れ
て
い
な
い
が
、
い
く
ら
か
記
載
が
あ
る
。「
盧
元
裕
」
の
名
で
は
両

『
唐
書
』
に
そ
れ
ぞ
れ
一
条
ず
つ
記
載
が
見
ら
れ
、『
旧
唐
書
』
巻
四
十

一
「
地
理
志
」「
剣
南
道
・
嘉
州
」
に
「
乾
元
元
年
、
復
爲
嘉
州
。
三
月
、

劍
南
節
度
使
盧
元
裕
、
請
升
為
中
都
督
府
。
尋
罷
。」（
乾
元
元
年
、
復
た

嘉
州
と
為
す
。
三
月
、
剣
南
節
度
使
盧
元
裕
、
升
を
請
ひ
て
中
都
督
府
と

為
す
。
尋
い
で
罷
む
。）
と
あ
っ
て
乾
元
元
年
（
七
五
八
）
の
剣
南
節
度

使
に
盧
元
裕
と
い
う
人
物
が
い
た
と
し
、『
新
唐
書
』
巻
六
「
肅
宗
本
紀
」

で
は
至
徳
二
載
（
七
五
七
）
の
記
事
と
し
て
、「
六
月
癸
未
、
尹
子
奇
寇

睢
陽
。
丁
酉
、
南
充
郡
民
何
滔
執
其
太
守
楊
齊
曾
以
反
。
劍
南
節
度
使
盧

元
裕
敗
之
。」（
六
月
癸
未
、
尹
子
奇　
睢
陽
に
冦
す
。
丁
酉
、
南
充
の
郡

民　
何
滔　
其
の
太
守
楊
斉
曾
を
執
り
て
以
て
反
す
。
剣
南
節
度
使
盧
元
裕　

之
を
敗
る
。）
と
言
い
、
や
は
り
剣
南
節
度
使
盧
元
裕
の
こ
と
を
記
す
。

一
方
「
盧
正
己
」
の
名
で
は
、『
旧
唐
書
』
巻
十
八
下
「
宣
宗
本
紀
」
に

安
史
の
乱
末
頃
の
記
事
と
し
て
「
賊
平
、
東
京
留
守
盧
正
己
又
募
得
之
。」

（
賊　
平
ら
げ
ら
れ
、
東
京
留
守
盧
正
己　
又
た
募
り
て
之
を
得
。）
と
あ

り
、
ま
た
『
唐
会
要
』
巻
四
十
「
定
贓
估
」
に
「
刑
部
尚
書
盧
正
己
」
が

上
元
二
年
（
七
六
一
）
に
文
を
奏
上
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
ら

が
当
時
使
っ
て
い
た
名
を
そ
の
ま
ま
記
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
上
元
年
間

に
入
っ
た
頃
に
名
を
改
め
た
こ
と
に
な
る
か
。
な
お
『
新
唐
書
』
巻
七
十
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三
上
「
宰
相
世
系
表
」
上
で
は
盧
履
氷
の
子
の
欄
に
長
子
と
し
て
「
元

裕
。」、
次
子
と
し
て
「
正
己
。
刑
部
侍
郎
。」
と
あ
り
、
盧
元
裕
と
盧
正

己
を
別
人
と
し
て
い
る
。
○
中
元　

中
元
節
の
こ
と
。
旧
暦
七
月
十
五
日

の
こ
と
で
、
も
と
は
道
家
の
節
日
で
あ
っ
た
が
、
唐
代
に
は
仏
教
の
盂
蘭

盆
会
と
習
合
が
進
ん
で
い
た
。
○
幡
幢
像  

仏
堂
に
飾
る
仏
具
の
旗
や
像
。

○
盂
蘭　

盂
蘭
盆
会
の
こ
と
。
旧
暦
七
月
十
五
日
、
祖
先
の
冥
土
に
於
け

る
苦
し
み
を
救
う
た
め
、
仏
に
供
え
物
を
し
僧
に
布
施
を
す
る
行
事
。
目

連
尊
者
が
餓
鬼
道
に
落
ち
た
母
を
救
う
た
め
に
、
釈
尊
の
教
え
に
よ
っ
て

僧
達
に
捧
げ
物
を
し
た
と
い
う
『
盂
蘭
盆
経
』
の
記
載
に
基
づ
く
。
○
喞

喞　

小
さ
い
声
。
○
翰　

盧
翰
の
こ
と
。
生
卒
年
不
詳
。
徳
宗
朝
の
宰
相
。

両
『
唐
書
』
に
は
立
伝
さ
れ
て
い
な
い
が
記
述
が
散
見
し
、『
新
唐
書
』

巻
六
十
二
「
宰
相
世
系
表
」
中
の
興
元
元
年
（
七
八
四
）
の
条
に
は
「
丙

戌
、
吏
部
侍
郎
盧
翰
爲
兵
部
侍
郎
、
同
中
書
門
下
平
章
事
。」（
丙
戌
、
吏

部
侍
郎
盧
翰 

兵
部
侍
郎
、
同
中
書
門
下
平
章
事
と
為
る
。）
と
あ
り
、
興

元
元
年
に
盧
翰
が
宰
相
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
に
「
盧
元

裕
」
注
で
挙
げ
た
『
新
唐
書
』「
宰
相
世
系
表
」
は
「
正
己
」
の
子
と
し

て「
翰
、
相
德
宗
。」（
翰
、
徳
宗
に
相
た
り
。）と
記
さ
れ
て
い
る
。
○『
宣

室
志
』　

晩
唐
・
張
読
（
八
三
四
～
八
六
六
）
が
編
纂
し
た
小
説
集
。
既

に
散
佚
し
て
お
り
、
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
明
代
の
輯
本
（
十

巻
・
補
遺
一
巻
）
の
み
で
あ
る
。
こ
の
話
は
通
行
本
に
は
収
め
ら
れ
て
い

な
い
。

〔
訳
文
〕

　

元
の
唐
の
太
守
盧
元
裕
が
ま
だ
出
仕
す
る
前
、
か
つ
て
中
元
節
に
仏
具

の
旗
や
像
を
奉
納
し
、
盂
蘭
盆
会
の
供
え
物
を
そ
の
近
く
に
置
い
て
お
い

た
。
突
然
供
え
物
の
盆
の
中
か
ら
小
さ
い
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
元
裕
が

見
る
と
、
一
寸
（
約
三
．
一
一
㎝
）
く
ら
い
の
小
さ
な
竜
が
一
匹
い
た
。

類
い
稀
な
姿
で
、
心
引
か
れ
る
よ
う
な
美
し
さ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
水
を

か
け
て
や
る
と
、
そ
の
竜
は
足
を
伸
ば
し
て
た
て
が
み
を
振
る
わ
せ
て
、

長
さ
数
尺
（
一
尺
＝
三
一
．
一
㎝
）
に
な
っ
た
。
元
裕
が
非
常
に
恐
れ
て

い
る
と
、
白
雲
が
盆
の
中
か
ら
沸
い
て
き
て
、
そ
の
竜
も
雲
の
後
を
追
っ

て
去
っ
て
行
っ
た
。

　

元
裕
は
盧
翰
の
父
で
あ
る
。

○
39
「
盧
翰
」

〔
本
文
〕

　

唐
安
太
守
盧
元
裕
之
子
翰
言
、
太
守
少
時
、
嘗
結
友
讀
書
終
南
山
。
日

晩
溪
行
、
崖
中
得
一
圓
石
。
瑩
白
如
鑑
。
方
執
翫
忽
次
、
墮
地
而
折
。
中

有
白
魚
約
長
寸
餘
、
隨
石
宛
轉
落
澗
中
。
漸
盈
尺
、
俄
長
丈
餘
。
鼓
鬐
掉

尾
、
雲
雷
暴
興
、
風
雨
大
至
。（
出
『
紀
聞
』）

〔
訓
読
〕

　

唐
安
太
守
盧
元
裕
の
子 

翰 

言
ふ
、
太
守　
少わ
か

き
時
、
嘗
て
友
と
結
び

て
書
を
終
南
山
に
読
む
。
日　
晩く

れ
て
渓
行
す
る
に
、
崖
中
に
一
円
石
を

得
た
り
。
瑩え
い

白は
く

な
る
こ
と
鑑か
が
み

の
如
し
。
方
に
執
り
て
翫
も
て
あ
そ

ぶ
に
忽
次
と

し
て
、
地
に
堕
ち
て
折
る
。
中
に
白
魚
の
約お
ほ
む

ね
長　
寸
余
な
る
有
り
、
石

に
随
ひ
て
宛
転
と
し
て
澗
中
に
落
つ
。
漸
く
尺
に
盈み

ち
、
俄
か
に
し
て
長 

丈
余
。
鬐
た
て
が
み

を
鼓
し
尾
を
掉ふ
る

へ
ば
、
雲
雷　
暴に
は

か
に
興
り
、
風
雨　
大
い
に
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至
る
。

〔
語
注
〕

○
唐
安　

現
在
の
四
川
省
崇
州
市
。
○
盧
元
裕　

盧
正
己
の
こ
と
。
38「
盧

元
裕
」
の
語
注
「
盧
元
裕
」
を
参
照
。
郁
賢
皓
『
唐
刺
史
考
全
編
』
に
拠

れ
ば
、
盧
元
裕
が
唐
安
太
守
で
あ
っ
た
の
は
天
宝
年
間
（
七
四
二
～
七
五

六
）
末
頃
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
○
盧
翰　

38
「
盧
元
裕
」
の
語
注
「
翰
」

を
参
照
。
○
終
南
山　

現
在
の
陝
西
省
西
安
市
の
南
南
西
に
在
る
名
山
。

唐
の
都
長
安
に
近
い
こ
と
か
ら
、
文
人
達
が
遊
ぶ
場
所
で
あ
る
と
共
に
、

隠
者
の
住
ま
う
所
と
し
て
知
ら
れ
た
。
○
『
紀
聞
』　

盛
唐
か
ら
中
唐
の

牛
粛
が
編
纂
し
た
小
説
集
。
多
く
開
元
天
宝
年
間
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

崔
造
（
七
三
七
～
七
八
七
）
の
注
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
現
存
し
な
い
。

既
に
散
佚
し
て
お
り
、
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
輯
本
十
巻
の
み

で
あ
る
。『
太
平
広
記
』
に
は
百
二
十
六
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

話
は
李
剣
国
『
紀
聞
輯
校
』（
中
華
書
局 

二
〇
〇
五
年
）
の
巻
九
に
見
え

る
。

〔
訳
文
〕

　

唐
安
太
守
盧
元
裕
の
子
の
翰
が
言
う
に
は
、
太
守
は
若
い
頃
、
友
人
と

一
緒
に
終
南
山
で
書
物
を
学
ん
で
い
た
。
日
が
暮
れ
て
谷
川
を
歩
い
て
い

る
と
、
崖
の
と
こ
ろ
で
鏡
の
よ
う
に
白
く
輝
く
丸
い
石
を
拾
っ
た
。
丁
度

手
に
と
っ
て
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
然
地
面
に
落
ち
て
割
れ
て
し
ま
っ

た
。
中
に
は
一
寸
（
約
三
．
一
一
㎝
）
ほ
ど
の
白
い
魚
が
入
っ
て
お
り
、

石
と
一
緒
に
谷
川
に
転
げ
落
ち
て
い
っ
た
。
だ
ん
だ
ん
一
尺
（
約
三
一
．

一
㎝
）
余
り
ま
で
大
き
く
な
っ
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
一
丈
（
約
三
．
一

一
ｍ
）
余
り
に
な
っ
た
。
た
て
が
み
を
振
る
わ
せ
尾
を
跳
ね
上
げ
る
と
、

雷
雲
が
突
然
沸
き
起
こ
り
、
風
雨
が
大
い
に
巻
き
起
こ
っ
た
。

○
40
「
李
修
」

〔
本
文
〕

　

唐
浙
西
觀
察
使
李
修
、
元
和
七
年
、
爲
絳
郡
守
。
是
歳
、
其
屬
縣
龍
門

有
龍
見
、
時
觀
者
千
數
。
郡
以
状
聞
于
太
府
。

　

時
相
國
河
東
府
張
弘
靖
爲
河
中
節
度
使
。
相
國
之
子
故
舒
州
刺
史
以
宗
、

嘗
爲
文
以
讚
其
事
。（
出
『
宣
室
志
』）

〔
訓
読
〕

　

唐
の
浙
西
観
察
使
李
修
、
元
和
七
年
、
絳
郡
の
守
と
為
る
。
是
の
歳
、

其
の
属
県　
龍
門
に
龍
の
見あ
ら

は
る
る
有
り
、
時
に
観
る
者　
千
も
て
数
ふ
。

郡　
状
を
以
て
太
府
に
聞
す
。

　

時
に
相
国
河
東
府
の
張
弘
靖　
河
中
節
度
使
為
り
。
相
国
の
子　
故も
と

の
舒

州
刺
史
以
宗
、
嘗
て
文
を
為
し
て
以
て
其
の
事
を
讃た
た

ふ
。

〔
語
注
〕

○
浙
西
觀
察
使　

地
方
藩
鎮
の
一
つ
。
観
察
使
は
元
々
諸
州
を
巡
っ
て
政

治
の
良
否
を
見
る
令
外
の
官
。
節
度
使
が
軍
事
関
係
の
使
職
の
総
称
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
観
察
使
は
民
政
関
係
の
使
職
。
多
く
の
場
合
、
節
度
使

が
観
察
使
を
兼
ね
る
。
浙
西
観
察
使
の
治
は
、
現
在
の
江
蘇
省
鎮
江
市
。

○
李
修　

未
詳
。
両
『
唐
書
』
に
記
載
無
し
。
或
い
は
李り
し
ゆ
う翛

の
こ
と
か
。

李
翛
は
？
～
八
一
九
。
字
は
翛
。
貧
賎
の
出
で
あ
っ
た
が
、
荘
憲
太
后
の

妹
の
夫
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
身
を
起
こ
し
、
坊
州
、
絳
州
刺
史
と
な
っ
た
。
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特
段
の
才
能
は
無
か
っ
た
が
細
か
い
所
に
気
が
利
く
性
格
で
、
賓
客
の
接

待
や
宦
官
と
の
つ
き
あ
い
を
良
く
し
た
。
そ
の
後
司
農
卿
、
京
兆
尹
等
を

歴
任
、
皇
帝
の
寵
愛
を
か
さ
に
着
て
近
臣
を
讒
言
し
た
。
そ
の
後
荘
憲
太

后
が
亡
く
な
る
と
陵
墓
の
造
営
と
葬
儀
を
掌
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
費
用

を
惜
し
ん
だ
が
為
に
大
失
敗
し
た
。
李
逢
吉
は
彼
を
免
官
す
る
よ
う
に
奏

上
し
た
が
、
憲
宗
は
罪
を
問
わ
ず
に
浙
西
観
察
使
と
し
た
。
そ
の
後
病
を

得
て
都
に
戻
り
、
元
和
十
四
年
に
亡
く
な
っ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
百
六
十

二
、『
新
唐
書
』
巻
二
百
六
「
外
戚
伝
」
に
伝
が
あ
る
。
○
絳
郡
守　

絳

郡
は
絳
州
の
こ
と
。
唐
代
の
絳
州
は
、
現
在
の
山
西
省
新
絳
県
一
帯
。
郁

賢
皓
『
唐
刺
史
考
全
編
』
に
拠
れ
ば
、
李
翛
が
絳
州
刺
史
で
あ
っ
た
の
は

元
和
七
年
（
八
一
二
）
の
こ
と
。
○
龍
門　

現
在
の
山
西
省
河
津
市
の
北

に
在
る
名
山
。
唐
代
は
絳
州
の
域
内
に
在
っ
た
。
○
太
府　
「
大
府
」
に

同
じ
。
上
級
の
官
庁
の
称
。
こ
こ
で
は
河
東
府
の
こ
と
を
い
う
か
。
○
相

國　

宰
相
を
言
う
。
張
弘
靖
は
後
に
中
書
門
下
平
章
事
に
至
っ
て
い
る
。

○
河
東
府　

太
原
府
に
同
じ
か
。
太
原
府
は
河
東
節
度
使
の
幕
府
で
、
治

は
現
在
の
山
西
省
太
原
市
。
○
張
弘
靖　

七
六
〇
～
八
二
四
。
字
は
元
理
。

張
嘉
貞
の
孫
、
張
延
賞
の
子
。
憲
宗
朝
の
宰
相
。
家
柄
に
よ
っ
て
河
南
参

軍
、
監
察
御
史
、
戸
部
侍
郎
、
河
中
節
度
使
を
歴
任
し
、
元
和
中
に
刑
部

尚
書
同
中
書
門
下
平
章
事
を
拝
す
る
。
後
、
出
で
て
太
原
節
度
使
と
な
り
、

太
子
少
師
に
終
わ
る
。『
旧
唐
書
』
巻
百
二
十
九
、『
新
唐
書
』
巻
百
二
十

七
に
伝
が
あ
る
。
郁
賢
皓
『
唐
刺
史
考
全
編
』
に
拠
れ
ば
、
張
弘
靖
が
河

東
節
度
使
で
あ
っ
た
の
は
元
和
十
一
年（
八
一
六
）か
ら
元
和
十
四
年（
八

一
九
）
の
こ
と
。
○
河
中
節
度
使　

地
方
藩
鎮
の
一
つ
。
治
は
山
西
省
永

済
市
の
北
。
郁
賢
皓
『
唐
刺
史
考
全
編
』
に
拠
れ
ば
、
張
弘
靖
が
河
中
節

度
使
で
あ
っ
た
の
は
元
和
六
年
（
八
一
一
）
か
ら
元
和
九
年
（
八
一
四
）

の
こ
と
。
○
舒
州
刺
史　

舒
州
は
現
在
の
安
徽
省
潜
山
県
辺
り
。
○
以
宗　

張
次
宗
の
こ
と
か
。
郁
賢
皓
『
唐
刺
史
考
全
編
』
は
会
昌
中
（
八
四
一
～

八
四
六
）
の
舒
州
刺
史
と
し
て
張
次
宗
を
挙
げ
、こ
の
『
宣
室
志
』
の
「
以

宗
」
は
「
次
宗
」
の
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
両
『
唐
書
』「
張
弘
靖

伝
」
に
よ
れ
ば
、
張
次
宗
は
張
弘
靖
の
子
。
開
成
年
間
（
八
三
六
～
八
四

〇
）
に
起
居
舎
人
に
起
家
し
、
礼
部
員
外
郎
、
国
子
博
士
、
史
館
修
撰
な

ど
を
歴
任
し
て
い
る
。『
旧
唐
書
』
本
伝
に
は
舒
州
刺
史
に
な
っ
た
と
い

う
記
載
が
あ
る
が
、『
新
唐
書
』
本
伝
に
は
な
い
。
た
だ
し
『
新
唐
書
』

巻
七
十
二
下
「
宰
相
世
系
表
」
二
下
に
は
「
次
宗
、
舒
州
刺
史
。」
と
あ

る
。
ま
た
『
全
唐
文
』
に
は
張
次
宗
の
文
が
八
篇
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
話
に
該
当
す
る
讃
は
見
ら
れ
な
い
。
○
爲
文
以
讚
其
事　

こ
こ
で
は

龍
が
現
れ
た
こ
と
を
、
瑞
祥
も
し
く
は
張
弘
靖
の
善
政
の
表
れ
と
し
て
捉

え
て
い
る
。
○
『
宣
室
志
』　

晩
唐
・
張
読
（
八
三
四
～
八
六
六
）
が
編

纂
し
た
小
説
集
。
既
に
散
佚
し
て
お
り
、
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

明
代
の
輯
本
（
十
巻
・
補
遺
一
巻
）
の
み
で
あ
る
。
こ
の
話
は
通
行
本
に

は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

〔
訳
文
〕

　

唐
の
浙
西
観
察
使
李
修
は
、
元
和
七
年
（
八
一
二
）、
絳
郡
の
太
守
と

な
っ
た
。
こ
の
年
、
絳
郡
の
属
県
の
龍
門
に
龍
が
現
れ
、
当
時
目
撃
し
た

者
は
千
人
程
で
あ
っ
た
。
絳
郡
で
は
事
の
次
第
を
河
中
府
に
報
告
し
た
。

　

当
時
、
後
の
宰
相
・
河
東
節
度
使
の
張
弘
靖
は
河
中
節
度
使
で
あ
っ
た
。
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宰
相
の
子
で
あ
る
元
舒
州
刺
史
の
以
宗
は
、
か
つ
て
文
を
著
し
て
こ
の
事

件
の
こ
と
を
讃
え
た
。

○
41
「
韋
宥
」

〔
本
文
〕

　

唐
元
和
、
故
都
尉
韋
宥
出
牧
温
州
、
忽
忽
不
樂
。
江
波
修
永
、
舟
船
燠

熱
。
一
日
晩
涼
、
乃
跨
馬
登
岸
、
依
舟
而
行
。
忽
淺
沙
亂
流
、
蘆
葦
靑
翠
。

因
縱
轡
飮
馬
、
而
蘆
枝
有
拂
鞍
者
。
宥
因
閑
援
熟
視
、
忽
見
新
絲
箏
弦
、

周
纏
蘆
心
。
宥
即
收
蘆
伸
弦
。
其
長
倍
尋
。
試
縱
之
、
應
乎
復
結
。
宥
奇

駭
、
因
寘
於
懷
。

　

行
次
江
館
、
其
家
室
皆
已
維
舟
入
亭
矣
。
宥
故
駙
馬
也
、
家
有
妓
。
即

付
箏
妓
曰
、「
我
於
蘆
心
得
之
。
頗
甚
新
緊
。
然
沙
州
江
徼
、
是
物
何
自

而
來
。
吾
甚
異
之
。
試
施
於
器
、
以
聽
其
音
。」
妓
將
安
之
、
更
無
少
異
。

唯
短
三
二
寸
耳
。
方
饌
、
妓
即
置
之
、
隨
置
復
結
。
食
罷
視
之
、
則
已
蜿

蜒
搖
動
。
妓
驚
告
衆
、
競
來
觀
之
。
而
雙
眸
瞭
然
矣
。
宥
駭
曰
、「
得
非

龍
乎
。」
命
衣
冠
、
焚
香
致
敬
、
盛
諸
盂
水
之
内
、
投
之
于
江
。

　

纔
及
中
流
、
風
浪
皆
作
、
蒸
雲
走
雷
、
咫
尺
皆
晦
。
俄
有
白
龍
百
尺
、

拏
攫
昇
天
。
衆
咸
觀
之
、
良
久
乃
滅
。（
出
『
集
異
記
』）

〔
訓
読
〕

　

唐
の
元
和
、
故も
と

の
都
尉
韋
宥　
出
で
て
温
州
に
牧
た
り
て
、
忽
忽
と
し

て
楽
し
ま
ず
。
江
波　
修
永
に
し
て
、
舟
船　
燠い
く

熱ね
つ

た
り
。
一
日
の
晩
涼
、

乃
ち
馬
に
跨ま
た

が
り
て
岸
に
登
り
、
舟
に
依
り
て
行
く
。
忽
ち
浅
沙 

乱
流
、

蘆
葦　
青
翠
あ
り
。
因
り
て
轡
を
縦は
な

ち
て
馬
に
飲み
づ
か

ふ
に
、
而
る
に
蘆
枝
の

鞍
を
払
ふ
者
有
り
。
宥　
因
り
て
閑
援
し
て
熟
視
す
れ
ば
、
忽
ち
新
絲
の

箏
弦
の
、
蘆
心
に
周
纏
す
る
を
見
る
。
宥　
即
ち
蘆
を
収
め
て
弦
を
伸
ば

す
。
其
の
長
さ　
尋
に
倍
す
。
試
み
に
之
を
縦ゆ
る

む
れ
ば
、
応
じ
て
復
た
結

ぶ
。
宥　
奇
と
し
て
駭お
ど
ろ

き
、
因
り
て
懐
ふ
と
こ
ろ

に
寘お

く
。

　

行
き
て
江
館
に
次や
ど

り
、
其
の
家
室　
皆　
已
に
舟
を
維つ
な

ぎ
て
亭
に
入
る
。

宥　
故
の
駙
馬
な
れ
ば
、
家
に
妓
有
り
。
即
ち
箏
妓
に
付
し
て
曰
く
、「
我 

蘆
心
に
於
い
て
之
を
得
た
り
。
頗
る
甚
だ
新
緊
な
り
。
然
れ
ど
も
沙
州

は
江
徼
な
る
に
、
是
の
物　
何い
づ

く
よ
り
し
て
来
た
る
か
。
吾　
甚
だ
之
を
異

と
す
。
試
み
に
器
に
施
し
、
以
て
其
の
音
を
聴
か
ん
」
と
。
妓　
将も
つ

て
之

を
安
ん
ず
る
に
、
更
に
少
異
無
し
。
唯
だ
短
き
こ
と
三
二
寸
な
る
の
み
。

方
に
饌そ
な

ふ
れ
ば
、
妓　
即
ち
之
を
置
く
に
、
置
く
に
随
ひ
て
復
た
結
ぶ
。

食　
罷や

み
て
之
を
視
れ
ば
、
則
ち
已
に
蜿ゑ
ん

蜒え
ん

と
し
て
揺
動
す
。
妓　
驚
き
て

衆
に
告
ぐ
れ
ば
、
競
ひ
来
り
て
之
を
観
る
。
而
し
て
双
眸　
瞭
然
た
り
。

宥　
駭
き
て
曰
く
、「
竜
に
非
ざ
る
を
得
ん
や
」
と
。
衣
冠
を
命
じ
、
香
を

焚
き
て
敬
を
致
し
、
諸こ
れ

を
盂
水
の
内
に
盛
り
、
之
を
江
に
投
ず
。

　

纔わ
づ

か
に
中
流
に
及
べ
ば
、
風
浪　
皆
作
し
、
蒸
雲
走
雷
あ
り
、
咫
尺　
皆

晦く
ら

し
。
俄
か
に
白
竜
の
百
尺
な
る
有
り
、
拏だ
く

攫わ
く

し
て
天
に
昇
る
。
衆　
咸み
な

之
を
観
る
に
、
良や

や
久
し
く
し
て
乃
ち
滅
す
。

〔
語
注
〕

○
都
尉　

武
官
の
名
。
戦
国
時
代
に
は
将
軍
の
属
官
で
軍
尉
と
称
し
、
漢

以
降
は
地
方
武
官
と
な
っ
た
が
、
唐
代
以
降
は
「
軽
車
都
尉
」「
騎
都
尉
」

「
駙
馬
都
尉
」
な
ど
の
勲
官
の
名
と
し
て
し
か
置
か
れ
て
い
な
い
。
○
韋

宥  

生
卒
年
未
詳
。
徳
宗
の
娘
で
あ
る
唐
安
公
主
の
夫
（
但
し
結
婚
直
前
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に
唐
安
公
主
は
亡
く
な
っ
て
い
る
）。『
新
唐
書
』
巻
八
十
三
「
諸
帝
公

主
」
に
「
韓
國
貞
穆
公
主
、
昭
德
皇
后
所
生
。
幼
謹
孝
、
帝
愛
之
。
始
封

唐
安
。
將
下
嫁
祕
書
少
監
韋
宥
、
未
克
而
硃
泚
亂
、
從
至
城
固
薨
、
加
封

謚
。」（
韓
国
貞
穆
公
主
は
、
昭
徳
皇
后
の
生
む
所
な
り
。
幼
く
し
て
謹
孝
、

帝　
之
を
愛
す
。
始
め
唐
安
に
封
ず
。
将
に
秘
書
少
監
韋
宥
に
下
嫁
せ
ん

と
し
て
、
未
だ
克よ

く
せ
ず
し
て
硃
泚　
乱
し
、
従
ひ
て
城
固
に
至
り
て
薨

じ
、
封
謚
を
加
へ
ら
る
。）
と
あ
る
。
唐
安
公
主
の
夫
で
あ
る
以
外
の
記

事
と
し
て
は
、『
新
唐
書
』
巻
七
十
四
上
「
宰
相
世
系
表
」
四
上
に
「
宥
、

宣
州
刺
史
。」
と
あ
り
、『
元
和
姓
纂
』
巻
二
「
韋
」
に
「
曾
孫
宥
、
台
州

刺
史
。」
と
あ
る
他
、
長
孫
佐
輔
「
聞
韋
駙
馬
使
君
遷
拝
台
州
」（『
全
唐

詩
』
巻
四
百
六
十
九
）
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
同
一
人
物
だ
と
す
る
と

『
集
異
記
』
の
記
載
も
含
め
て
宣
州
、
台
州
、
温
州
の
三
箇
所
の
刺
史
を

歴
任
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
岑
仲
勉
『
元
和
姓
纂
四
校
記
』

は
「『
新
表
』
作
「
宣
州
」。『
會
要
』
六
、
韋
宥
尚
德
宗
女
唐
安
公
主
。

『
元
龜
』
四
七
、
婚
未
成
而
主
卒
。
似
即
此
人
。『
集
異
記
』
云
、「
元
和

中
、
故
都
尉
韋
宥
出
牧
温
州
。」」
と
注
し
て
列
挙
す
る
だ
け
だ
が
、
郁
賢

皓
『
唐
刺
史
考
全
編
』
は
台
州
刺
史
・
温
州
刺
史
・
宣
州
刺
史
の
項
に
挙

げ
つ
つ
、
台
州
刺
史
は
「
元
和
中
」、
温
州
刺
史
は
「
元
和
中
？
」
と
し
、

宣
州
刺
史
は
「
待
考
録
」
に
収
め
て
い
る
。
○
牧　

州
郡
の
長
官
と
な
る

こ
と
。
○
温
州　

現
在
の
浙
江
省
温
州
市
一
帯
。
○
修
永  

ゆ
っ
た
り
し

て
い
る
。
○
淺
沙
亂
流
、
蘆
葦
靑
翠　
「
浅
沙
」
は
砂
地
の
浅
瀬
の
こ
と

か
。
砂
が
た
ま
っ
て
浅
瀬
に
な
り
、
ま
た
葦
も
は
び
こ
っ
て
い
て
船
が
進

み
が
た
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
言
う
か
。
○
箏　

こ
と
。
瑟
に
似
た
竹
製

の
弦
楽
器
。
○
閑
援　
「
閑
」
は
ひ
ま
、
用
が
な
い
意
。「
援
」
は
ひ
っ
ぱ

る
。
○
應
乎
復
結　

す
ぐ
に
ま
た
縮
ま
っ
て
く
し
ゃ
く
し
ゃ
の
糸
の
玉
に

な
る
こ
と
。『
集
異
記
』（
中
華
書
局
点
校
本
）
は
「
應
手
復
結
」
に
作
る
。

そ
の
場
合
は
「
手
に
応
じ
て
復
た
結
ぶ
」
と
読
む
。
そ
ち
ら
の
方
が
正
し

い
か
。
○
江
館　

川
辺
の
客
舎
。
○
駙
馬  

駙
馬
都
尉
の
こ
と
。
元
々
は

漢
代
に
置
か
れ
た
、
天
子
の
副
車
を
管
轄
す
る
武
官
で
あ
り
、
宗
室
や
外

戚
な
ど
が
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
魏
晋
以
降
は
公
主
の
夫
に
与

え
ら
れ
る
官
職
と
な
り
、
実
際
の
職
務
は
無
か
っ
た
。
韋
宥
は
徳
宗
の
娘

で
あ
る
唐
安
公
主
の
夫
と
な
っ
て
い
る
た
め
駙
馬
都
尉
に
任
ぜ
ら
れ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
結
婚
直
前
に
唐
安
公
主
が
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、「
故
」

と
な
っ
て
い
る
か
。
○
江
徼  

川
に
よ
っ
て
自
然
に
区
切
ら
れ
た
区
域
。

「
徼
」
は
さ
か
い
の
意
。
こ
こ
で
は
川
に
囲
ま
れ
た
砂
州
の
こ
と
を
言
う

か
。
李
白
「
経
乱
後
将
避
地
剡
中
留
贈
崔
宣
城
」（『
李
太
白
全
集
』
巻

十
二
）
に
「
雙
鵝
飛
洛
陽
、
五
馬
渡
江
徼
。」（
双
鵝 

洛
陽
に
飛
び
、
五

馬　
江
徼
に
渡
る
。）
と
あ
る
。
○
咫
尺　

非
常
に
短
い
距
離
。
○
『
集
異

記
』　

中
唐
・
薛
用
弱
撰
。
主
に
隋
唐
の
間
の
奇
事
を
記
し
て
い
る
。
元

三
巻
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
現
在
伝
わ
る
の
は
二
巻
本
と
一
巻
本
の
み
。

こ
の
話
は
中
華
書
局
点
校
本
の
補
遺
に
見
え
る
。
な
お
六
朝
小
説
に
も
郭

季
産
『
集
異
記
』（『
古
小
説
鉤
沈
』
所
収
）
が
あ
る
が
、
本
書
と
関
連
は

無
い
。
こ
の
話
は
中
華
書
局
点
校
本
の
巻
一
に
見
え
る
。

〔
訳
文
〕

　

唐
の
元
和
年
間
（
八
〇
六
～
八
二
〇
）、
元
の
都
尉
韋
宥
は
地
方
に
出

さ
れ
て
温
州
の
刺
史
と
な
り
、
鬱
々
と
し
て
楽
し
ま
な
か
っ
た
。（
赴
任
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の
途
上
、）
波
は
穏
や
か
で
、
船
は
蒸
し
暑
か
っ
た
。
あ
る
日
の
夕
方
涼

し
い
頃
、（
彼
は
）
上
陸
し
て
馬
に
乗
り
、
舟
に
併
走
す
る
こ
と
に
し
た
。

突
然
浅
瀬
で
波
が
荒
く
な
り
、
葦
が
青
々
と
茂
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
。
そ
こ
で
馬
か
ら
手
綱
を
外
し
て
水
を
飲
ま
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
葦
の

枝
が
馬
の
鞍
を
か
す
め
た
。
宥
は
そ
こ
で
何
と
な
し
に
引
き
寄
せ
て
よ
く

見
て
み
た
と
こ
ろ
、
突
然
ま
っ
さ
ら
な
琴
の
弦
が
葦
の
茎
に
ま
と
わ
り
つ

い
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
宥
が
蘆
を
手
折
っ
て
弦
を
引
っ
張
る
と
、

そ
の
長
さ
は
一
尋
（
一
尋
＝
約
二
．
四
九
ｍ
）
の
倍
に
も
な
っ
た
。
試
し

に
手
を
緩
め
て
み
る
と
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
ま
た
（
縮
ん
で
）
絡
ま
っ
て

し
ま
っ
た
。
宥
は
不
思
議
だ
と
驚
き
、
懐
に
入
れ
て
お
い
た
。

　

さ
ら
に
進
ん
で
川
辺
の
宿
舎
に
停
泊
す
る
こ
と
に
し
て
、
家
族
達
は
み

な
舟
を
係
留
し
て
宿
に
入
っ
た
。
宥
は
元
駙
馬
都
尉
で
あ
っ
た
の
で
、
家

に
は
家
妓
が
い
た
。
そ
こ
で
琴
を
弾
く
妓
女
に
（
拾
っ
た
弦
を
）
渡
し
て
、

「
私
は
葦
の
茎
の
と
こ
ろ
で
こ
れ
を
手
に
入
れ
た
の
だ
が
、
非
常
に
新
し

く
て
堅
く
縮
ん
で
い
る
。
し
か
し
（
こ
れ
が
あ
っ
た
の
は
）
砂
州
で
川
に

断
絶
さ
れ
た
場
所
な
の
に
、
こ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私

は
と
て
も
不
思
議
に
思
う
。
試
し
に
こ
れ
を
琴
に
施
し
て
、
そ
の
音
を
聞

い
て
み
よ
う
。」
と
言
っ
た
。
妓
女
が
そ
れ
を
施
し
て
み
た
が
、
特
に
普

通
の
も
の
と
違
い
が
無
か
っ
た
。
た
だ
普
通
の
も
の
よ
り
二
、
三
寸
（
一

寸
＝
約
三
．
一
一
㎝
）
短
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
食
事
の
用
意
が
で
き
た
の

で
、
妓
女
が
（
琴
を
）
手
放
し
て
置
く
と
、
置
い
た
途
端
に
ま
た
弦
は
絡

ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
食
事
が
終
わ
っ
て
弦
を
見
て
み
る
と
、
う
ね
う
ね
と

揺
れ
動
い
て
い
た
。
妓
女
が
驚
い
て
他
の
人
々
に
告
げ
る
と
、
み
な
先
を

争
っ
て
見
に
来
た
。（
弦
は
）
二
つ
の
目
が
は
っ
き
り
見
え
て
い
た
。
宥

は
驚
い
て
、「
竜
に
違
い
な
い
。」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
（
家
人
達
に
）
正

装
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
御
香
を
焚
い
て
敬
意
を
表
し
、
こ
れ
を
水
を
張
っ

た
鉢
に
入
れ
て
、
長
江
に
放
し
た
。

　

や
っ
と
中
流
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
風
と
波
が
起
こ
り
、
雲
が
立
ち
こ

め
雷
が
閃
き
、
す
ぐ
目
の
前
さ
え
見
え
な
い
く
ら
い
真
っ
暗
に
な
っ
た
。

突
然
、
百
尺
（
約
三
一
．
一
ｍ
）
の
白
竜
が
現
れ
、（
弦
の
入
っ
た
鉢
を
）

わ
し
づ
か
み
に
し
て
天
に
昇
っ
て
い
っ
た
。
人
々
は
そ
の
様
子
を
見
て
い

た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
消
え
て
し
ま
っ
た
。

○
42
「
尺
木
」

〔
本
文
〕

　

龍
頭
上
有
一
物
如
博
山
形
。
名
尺
木
。
龍
無
尺
木
、
不
能
昇
天
。（
出

『
酉
陽
雜
俎
』）

〔
訓
読
〕

　

竜
の
頭
上
に
一
物
の
博
山
の
形
の
如
き
有
り
。
尺
木
と
名
づ
く
。
竜
は

尺
木
無
く
ん
ば
、
天
に
昇
る
能
は
ず
。

〔
語
注
〕

○
博
山　

博
山
炉
の
こ
と
。
神
仙
の
住
む
海
中
に
聳
え
る
山
の
形
を
刻
し

た
香
炉
。
○
『
酉
陽
雜
俎
』　

晩
唐
の
段
成
式
（
？
～
八
六
三
）
が
編
纂

し
た
小
説
集
。
前
集
二
十
巻
、
続
集
十
巻
よ
り
成
る
。
こ
の
話
は
通
行
本

の
前
集
巻
十
七
「
広
動
植
・
鱗
介
篇
」
に
見
え
る
。

〔
訳
文
〕
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竜
の
頭
上
に
は
博
山
炉
の
よ
う
な
形
の
も
の
が
あ
る
。
名
を
尺
木
と
い

う
。
竜
は
尺
木
が
無
け
れ
ば
天
に
昇
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

○
43
「
史
氏
子
」

〔
本
文
〕

　

有
史
氏
子
者
。
唐
元
和
中
、
曾
與
道
流
遊
華
山
。
時
暑
甚
、
憩
一
小
溪
。

忽
有
一
葉
大
如
掌
。
紅
殷
可
愛
、
隨
流
而
下
。
史
獨
接
得
、
寘
於
懷
中
。

坐
食
頃
、
覺
懷
中
冷
重
、
潛
起
觀
之
、
其
上
鱗
栗
栗
而
起
。
史
驚
懼
、
棄

林
中
、
遂
白
衆
人
、「
此
必
龍
也
。
可
速
去
。」

　

須
臾
、
林
中
白
煙
生
、
彌
布
一
谷
。
史
下
山
未
半
、
風
雨
大
至
。（
出

『
酉
陽
雜
俎
』）

〔
訓
読
〕

　

史
氏
の
子
な
る
者
有
り
。
唐
の
元
和
中
、
曾
て
道
流
と
華
山
に
遊
ぶ
。

時
に
暑
き
こ
と
甚
だ
し
く
、
一
小
渓
に
憩
ふ
。
忽
ち
一
葉
の
大
な
る
こ
と

掌
の
如
き
有
り
。
紅
殷　
愛
す
べ
く
、
流
れ
に
随
ひ
て
下
る
。
史　
独
り
接

し
得
、
懐
中
に
寘お

く
。
坐
し
て
食
頃
、
懐
中
の
冷
重
な
る
を
覚
え
、
潜
か

に
起
ち
て
之
を
観
れ
ば
、
其
の
上
鱗　
栗
栗
と
し
て
起
つ
。
史　
驚
懼
し
、

林
中
に
棄
て
、
遂
に
衆
人
に
白ま
う

す
、「
此　
必
ず
竜
な
り
。
速
や
か
に
去
る

べ
し
」
と
。

　

須
臾
に
し
て
、
林
中　
白
煙　
生
じ
、
弥い
よ

い
よ
一
谷
に
布し

く
。
史　
山
を

下
る
こ
と
未
だ
半
ば
な
ら
ず
し
て
、
風
雨　
大
い
に
至
る
。

〔
語
注
〕

○
華
山　

五
岳
の
一
つ
。
陜
西
省
華
陰
市
県
の
西
に
あ
り
、
秦
嶺
山
脈
中

の
高
峰
。
大
華
山
、
西
岳
と
も
い
う
。
○
栗
栗　

多
い
さ
ま
。『
毛
詩
』

周
頌
「
良り
や

耜う
し

」
に
「
穫
之
挃
挃
、
積
之
栗
栗
。」（
之
を
穫
る
こ
と
挃ち
つ

挃ち
つ

、

之
を
積
む
こ
と
栗
栗
。）
と
あ
り
、
毛
伝
に
「
栗
栗
、
衆
多
也
。」（
栗
栗

は
、
衆
多
な
り
。）
と
あ
る
。
な
お
『
漢
語
大
詞
典
』
は
「
颤
抖
貌
。」（
ぶ

る
ぶ
る
震
え
る
様
子
。）
の
例
と
し
て
こ
の
話
を
挙
げ
て
い
る
。
○
『
酉

陽
雜
俎
』　

晩
唐
の
段
成
式
（
？
～
八
六
三
）
が
編
纂
し
た
小
説
集
。
前

集
二
十
巻
、
続
集
十
巻
よ
り
成
る
。
こ
の
話
は
通
行
本
の
前
集
巻
十
五

「
諾
皋
記
」
下
に
見
え
る
。

〔
訳
文
〕

　

史
氏
の
子
弟
と
い
う
者
が
い
た
。
唐
の
元
和
年
間
（
八
〇
六
～
八
二

〇
）、
か
つ
て
道
士
と
華
山
に
遊
ん
だ
。
ち
ょ
う
ど
と
て
も
暑
い
頃
で
、

小
さ
な
谷
川
で
休
ん
で
い
た
。
突
然
手
の
ひ
ら
程
の
葉
が
一
枚
流
れ
て
き

た
。
心
引
か
れ
る
よ
う
な
真
っ
赤
さ
で
、
流
れ
の
ま
ま
に
下
っ
て
き
た
。

史
だ
け
が
そ
れ
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
懐
ふ
と
こ
ろ

の
中
に
入
れ
て
お
い

た
。
し
ば
ら
く
座
っ
て
い
る
と
、
懐
の
中
が
冷
た
く
重
く
な
っ
て
き
た
気

が
し
て
、
こ
っ
そ
り
立
ち
上
が
っ
て
見
て
み
た
と
こ
ろ
、（
葉
に
）
鱗
が

び
っ
し
り
逆
立
っ
て
い
た
。
史
は
驚
い
て
林
の
中
に
放
り
投
げ
、
そ
の
ま

ま
人
々
に
「
こ
れ
は
き
っ
と
竜
に
違
い
な
い
。
早
く
逃
げ
た
方
が
い
い
。」

と
言
っ
た
。

　

し
ば
ら
く
す
る
と
林
の
中
に
白
煙
が
沸
い
て
き
て
、
だ
ん
だ
ん
谷
中
に

広
が
っ
て
い
っ
た
。
史
が
ま
だ
山
を
半
分
も
下
り
な
い
内
に
、
大
風
や
大

雨
が
起
こ
り
始
め
た
。

（
続
）
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元
原
稿
製
作
者
・
編
集
担
当
者

　

◎
○
屋
敷　

信
晴　
　
　
　

項　

青　
　
　

○
福
本　

睦
美

　
　
　

西
田　

則
子　
　
　
　

山
下　

宣
彦　
　

山
田　

尚
子

　
　
　

平
山　

千
加
子

（
○
は
編
集
担
当
者
、
◎
は
編
集
責
任
者
）
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